
－ 1 －

解説

　「師範学校」（東京大学の前身）は旧昌平坂学問所を校地として校長に諸
もろ

葛
くず

信
のぶ

澄
ずみ

が任命さ
れ、大学南校の教師であった米国人スコット（1871年 8 月に来日）を招聘し、1872年 9 月
に開校した。1873年 8 月には「東京師範学校」と改称し、スコットはアメリカの師範学校
の方法にならって英語で教育学を教授、幕府蘭方医だった坪井玄道が通訳に当たった。当
時アメリカの小学校で使用していた教科書・教具・機械などをとりよせ、教場内部もアメ
リカの小学校と同様にした。この「東京師範学校」は後に東京高等師範学校へと発展する。
現在の筑波大学の前身である。

参考文献：『自第一学年至第六学年　東京師範学校沿革一覧』（第一書房、1981年）

① 1872（明治 5）年 5月師範学校開学を布達
② 当初はアメリカの師範学校制度にならう
③ 1872年 9 月に東京神田の旧昌平坂学問所の校舎を利用し、「師範学校」として
開校、翌年 7月に「東京師範学校」と改称

1． 「師範学校」の開学
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解説

　明治政府は「学制」を公布し、小学校設立に特に力を注いだことから、学制実施後全国
で急速に小学校が開設された。その母体となったものは近世後期に発達した寺子屋（手習
い）や私塾などであった。中学校その他の諸学校も整備されたが、その基盤となったのは
藩校などの指導層育成のための学校であった。学制実施当初は寺子屋と大差のない小学校
が多かったが、教育内容が整備され、校舎も新築されるなど、近代教育システムが全国的
に普及した。

① 1872（明治 5）年 8月、明治政府は教育制度の基礎である学制を公布
② 近代学校制度が発足、欧米の近代思想に基づく個人主義・実学主義の教育観
③ 国民すべてが小学校で就学すべきものと規定

2． 「 学 制 」 公 布
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解説

　学区制は学制の中で「大中小学区ノ事」として記され、人口約600人に対して小学校を
1校、人口約13万人に対し中学校を 1校置くことを目標とされた。この学区制はフランス
やアメリカがモデルとされた。

参考文献：竹中暉雄『明治五年「学制」通説の再検討』（ナカニシヤ出版、2013年）

① 1872（明治 5）年 8月の学制により導入
② 全国を 8 大学区、256中学区、 5 万3760小学区に分け、区ごとに各 1校設置
する計画を規定

③ 「学区」は学校設置の基本区画であるとともに、教育行政の単位にもなった

3． 学 区 制 の 導 入
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解説

　東京学芸大学の起源は、1873（明治 6）年東京府が教員養成事業として東京府庁構内の
旧町会所（現在の千代田区内幸町）に開設した東京府小学教則講習所に求められる。当初
は現職教員に対する教則講習を中心に行う講習所であったが、その後「東京府師範学校」
と改称し教員養成の機関としての師範学校へと移行した。
　下の表は1873～78（明治 6 ～11）年のこれらの学校の卒業生の就職先をまとめたもので
ある。小学師範学科の卒業生のほとんどが小学校の教員となっているが、中には新聞記者
や中学校の教員になる者もいた。

参考文献：陣内靖彦『東京・師範学校生活史研究』（東京学芸大学出版会、2005年）

① 1873（明治 6）年 4月　「東京府小学教則講習所」開設
② 1876（明治 9）年 3月　「東京府小学師範学校」開校
③ 1876（明治 9）年11月　「東京府師範学校」へ改称

4．「東京府小学教則講習所」設立と変遷

表　従明治六年至同十一年八月卒業生徒事業種別表

出典：『創立六十年青山師範学校沿革史』
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解説

　1872（明治 5）年の学制公布以後、全国に小学校が開設された。その後も公立小学校は
増加し、教員の確保が重要な課題となった。学制では小学校教員任用の条件として師範学
校や中学校の卒業を挙げているが、実際には草創期の小学校教員不足を補うために補助教
員として寺子屋師匠、私塾の塾主や塾生など江戸時代の教育機関の人材を任用した。
　下の資料は、1875（明治 8）年、大森学校（現大田区立大森第一小学校）に「授業生雇」
として任用された小鹿山璞の学習履歴である。これを見ると、
A 1845（弘化 2）～1850（嘉永 3）年に加賀藩の町儒者の橘觀齋に書道を習う。
B 1852（嘉永 5）～ 1858（安政 5）年に加賀藩士の井口嘉一郎に国学、漢学を学ぶ。
ここまでは江戸時代の学習履歴である。

C その後、1868（明治元）～1871（明治 3）年には石川の数学者村田則重の下での数学修
行を経て、1875（明治 8）年に大森学校の授業生雇として任用されている。

　明治初期の学校現場では、江戸時代の寺子屋や私塾で学んだ者たちが教壇に立ったので
ある。

参考文献：『東京教育史資料大系』第二巻（東京都立教育研究所、1971年）

① 明治初期の小学校教員は、江戸時代の私塾の教授や塾生、寺子屋の師匠などが
多数任用された

② 塾生、寺子屋の師匠らは、「授業生雇」や「訓導授業生」の職名で公立小学校
の補助教員に任用された

③ 「授業生雇」などの職名で小学校の補助教員に任用された元寺子屋や私塾の師
匠・塾生たちは、東京府小学教則講習所で現職教員講習を受講

5．寺子屋・私塾の師匠や塾生から小学校教員へ
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解説

　小学校教員の需要増加に伴い、質の良い教員を積極的に採用するために
A 他官公立師範学校卒業者
B 他府県教員を 1年以上務めた者
の中の東京府教員志望者を、東京府師範学校に入学させ、Aを第一等予備教員、Bを第二
等予備教員として授業法の講習や附属小学校での実習等を課して、実際の採用の適否を判
定した。

参考文献：陣内靖彦『東京・師範学校生活史研究』（東京学芸大学出版会、2005年）

① 1877（明治10）年 3月に小学校教員の需要増加に伴い制定
② 東京府に特徴的な教員養成制度

6． 予 備 教 員 養 成 法
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方
法
左
ノ
如
シ

第
一
條　

 

豫
備
教
員
之
ヲ
二
等
ニ
分
ツ
テ
文
部
省
直
轄
師
範
学
校
及
府
縣
師
範
学
校
ニ
於
テ

卒
業
セ
シ
者
ハ
第
一
等
豫
備
教
員
ト
シ
一
ヶ
年
以
上
小
学
教
員
ニ
従
事
セ
シ
者
ハ

第
二
等
豫
備
教
員
ト
ス

但
府
県
師
範
学
校
卒
業
ノ
者
並
ニ
教
員
ニ
従
事
セ
シ
者
ハ
試
験
ノ
上
採
用
ス
へ
シ

第
二
條　

 

第
一
等
豫
備
教
員
ハ
一
ヶ
月
金
八
圓
第
ニ
等
豫
備
敎
負
ハ
一
ヶ
月
金
四
圓
ヲ
給
與

ス
ヘ
シ

但
給
與
ノ
法
ハ
教
員
月
俸
規
則
ニ
據
ル
へ
シ

第
三
條　

 
本
廳
定
ム
ル
所
ノ
敎
則
及
授
業
法
ニ
ヨ
リ
東
京
府
師
範
學
校
附
屬
小
學
ニ
臨
マ
シ

メ
實
地
ニ
授
業
セ
シ
ム
ヘ
シ

　
（
後
略
）

　
　
　
（
※
『
東
京
府
史
料
』
学
校
四
よ
り
）

出
典
：『
創
立
六
十
年
青
山
師
範
学
校
沿
革
史
』（
第
一
書
房
、
一
九
八
四
年
）
四
〇
頁

資
料



－ 7 －

解説

　この心得は1879（明治12）年の教育令に基づき定められた、地方に主体性をおく教員検定
制度に、国家的基準を示したものである。

① 1881（明治14）年 1月31日、免許状授与制度の基盤整備のための通達
② 官立公立師範学校の卒業証書を持たずに小学校教員になろうとする場合、相応
の学力検定により教員免許状を付与することに

7．小学校教員免許状授与方心得

教
育
令
第
三
十
八
条
但
書
ノ
旨
趣
ニ
基
キ
小
学
校
教
員
免
許
状
授
与
方
ノ
儀
ハ
別
紙
心
得
ニ
拠
リ
且
ツ
規

則
ヲ
取
調
ヘ
可
伺
出
此
旨
相
達
候
事

但
当
省
明
治
十
二
年
十
二
月
第
三
号
達
ノ
旨
趣
ニ
拠
リ
学
力
ヲ
証
明
シ
タ
ル
者
ハ
其
学
力
左
ノ
第
一
条
合

格
ノ
学
力
ト
等
シ
キ
以
上
ノ
分
ニ
限
リ
更
ニ
検
定
ヲ
要
セ
ス
該
条
合
格
ノ
免
許
状
ヲ
授
与
シ
苦
シ
カ
ラ
ス

候
事

第
一
条　

 

官
立
公
立
師
範
学
校
ノ
卒
業
証
書
ヲ
有
セ
ス
シ
テ
小
学
校
教
員
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
ハ
初
等
若
ク

ハ
中
等
若
ク
ハ
高
等
ノ
小
学
科
ヲ
教
授
シ
得
ル
ニ
足
ル
ノ
学
力
ア
ル
ヲ
検
定
シ
タ
ル
ノ
後
該
等
ノ

小
学
科
教
員
免
許
状
ヲ
授
与
ス
ル
モ
ノ
ト
ス 

但
高
等
小
学
科
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
亦
中
等
若
ク
ハ
初
等
ノ
小
学
科
教
員
タ
ル
ヲ
得
ヘ
ク

中
等
小
学
科
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
亦
初
等
小
学
科
教
員
タ
ル
ヲ
得
ヘ
キ
ハ
勿
論
タ
ル
ヘ
シ

第
二
条　

小
学
校
教
員
免
許
状
ノ
効
ヲ
有
ス
ヘ
キ
年
限
ハ
五
箇
年
ヲ
過
ク
ヘ
カ
ラ
ス

第
三
条　

 
小
学
校
教
則
ニ
変
更
ヲ
生
シ
タ
ル
カ
為
ト
教
員
免
許
状
モ
亦
変
更
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
ト
認
ム
ル
場
合

ニ
於
テ
ハ
前
条
年
限
内
ト
雖
モ
更
ニ
其
要
ス
ル
所
ノ
学
力
ヲ
検
定
シ
免
許
状
ヲ
補
正
ス
ヘ
シ

第
四
条　

 

前
条
ニ
合
格
ノ
小
学
校
教
員
ヲ
得
難
キ
地
方
ニ
於
テ
ハ
一
科
若
ク
ハ
教
科
ヲ
教
授
シ
得
ル
者
ヲ
合

セ
テ
合
格
教
員
ニ
代
用
ス
ル
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
各
自
ノ
学
力
ヲ
検
定

シ
テ
一
科
若
ク
ハ
数
科
ノ
教
授
免
許
状
ヲ
授
与
ス
ヘ
シ 

但
本
文
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者
ト
雖
モ
教
員
ト
称
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ハ
勿
論
タ
ル
ヘ
シ

第
五
条　

 

教
員
ニ
非
ス
シ
テ
授
業
生
若
ク
ハ
助
手
等
ノ
名
ヲ
以
テ
教
員
ニ
属
シ
授
業
ヲ
助
ク
ル
者
ノ
学
力
ヲ

検
定
ス
ル
ト
否
ト
ハ
地
方
ノ
便
宜
タ
ル
ヘ
シ

第
六
条　

小
学
校
教
員
免
許
状
授
与
ノ
手
続
等
ハ
府
知
事
県
令
ノ
意
見
ヲ
以
テ
適
宜
取
調
フ
ヘ
シ

出
典
：『
文
部
省
布
達
全
書
』（
文
部
省
、
一
八
八
五
年
）
六
五
頁

資
料



－ 8 －

解説

　この通則では、「府県立師範学校」は「忠孝彝
い

倫
りん

ノ道」を基本に、管内の小学校教員を養
成する所とし、管内の学齢人員に対する入学生徒の割合を1,000人ないし1,500人につき教員
1人とし、教員中に少なくとも 3人は中学師範学科または大学の卒業証書を有する者を任
用すべきと定めた。
　また、生徒実地練習用の付属小学校の設置を定め、管内小学校の模範となるようにした。

① 1883（明治16）年 7月 6 日、師範学校の精神や、教員にふさわしい人物像提示
のための通達

② 生徒の寄宿費について、学校からの官費支給に加えて府知事、県令の意見に
よって貸付、自弁も可能に

8． 府県立師範学校通則

第
一
條　

 

府
県
立
師
範
学
校
ハ
教
育
令
第
三
十
三
條
ニ
基
キ
此
通
則
ニ
遵
ヒ
テ
之
ヲ
設
置
シ
忠
孝
彝
倫

ノ
道
ヲ
本
ト
シ
テ
管
内
小
学
校
ノ
教
員
タ
ル
ヘ
キ
者
ヲ
養
成
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
二
條　

 

府
県
立
師
範
学
校
ノ
教
則
ハ
文
部
省
明
治
十
四
年
八
月
第
二
十
九
號
達
師
範
学
校
教
則
大
綱

ニ
拠
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
三
條　

 

府
県
立
師
範
学
校
ハ
管
内
学
齢
人
員
千
人
乃
至
千
五
百
人
ニ
一
人
ノ
率
ニ
誉
ル
ノ
生
徒
ヲ
養

成
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
準
備
ヲ
ナ
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
四
條　

府
県
立
師
範
学
校
ハ
学
校
長
教
諭
助
教
諭
訓
導
及
書
記
ノ
職
員
ヲ
置
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
五
條　

 

府
県
立
師
範
学
校
長
ハ
品
行
端
正
ニ
シ
テ
学
校
管
理
ノ
任
ニ
堪
フ
ヘ
キ
学
力
材
幹
ア
ル
者
ヲ

任
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
六
條　

 

府
県
立
師
範
学
校
ハ
教
員
中
少
ク
ト
モ
三
人
ハ
中
学
師
範
学
科
ノ
卒
業
証
書
又
ハ
大
学
科
ノ

卒
業
証
書
ヲ
有
ス
ル
者
ヲ
任
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
七
條　

 

府
県
立
師
範
学
校
ハ
修
身
其
ノ
他
諸
科
ノ
教
授
上
必
須
ノ
図
書
及
博
物
、
物
理
、
化
学
等
ノ

器
械
標
本
類
ヲ
備
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
八
條　

 

府
県
立
師
範
学
校
ハ
生
徒
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
教
場
、
物
理
化
学
ノ
試
験
室
、
體
操
場

及
寄
宿
舎
、
食
堂
、
職
員
ノ
詰
所
ヲ
設
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
九
條　

 

府
県
立
師
範
学
校
生
徒
ノ
寄
宿
費
ハ
学
校
ヨ
リ
支
給
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
但
本
文
ノ
寄
宿
費
ハ

府
知
事
県
令
ノ
意
見
ヲ
以
テ
生
徒
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ニ
限
リ
之
ヲ
貸
付
シ
若
ク
ハ
自
弁
セ
シ

ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
條　

 
府
県
立
師
範
学
校
ハ
生
徒
実
地
練
習
ノ
用
ニ
充
ツ
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
附
属
小
学
校
ヲ
設
ケ
兼
テ

管
内
小
学
校
ノ
模
範
ト
ナ
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
條　

 

府
県
立
師
範
学
校
ノ
経
費
ト
シ
テ
供
給
ス
ヘ
キ
金
額
ハ
前
條
々
ノ
準
備
ヲ
辨
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ

キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
二
條　

 

府
県
立
師
範
学
校
設
置
廃
止
等
ノ
手
続
ハ
文
部
省
明
治
十
四
年
一
月
第
四
號
達
府
県
立
師
範

学
校
等
設
置
廃
止
規
則
ニ
拠
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

出
典
：
太
政
官
文
書
局
『
官
報
』
第
五
号　
（
一
八
八
三
年
七
月
六
日
）

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り

資
料


